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１【提出理由】

　当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生しましたので、金融商品取引法第

24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づき、本報告書を提出す

るものであります。

 

２【報告内容】

１．繰延税金資産の取崩し

(1）当該事象の発生年月日

平成25年１月31日

 

(2）当該事象の内容

　経営環境の著しい変化により、期首の繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、取崩すことといたしました。

 

(3）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　平成25年３月期第３四半期会計期間の連結決算において28,647百万円、個別決算において30,414百万円の繰延税金資産

を取崩すこととし、法人税等調整額に計上いたします。

 

２．事業改革の決定

(1）当該事象の発生年月日

平成25年１月30日（取締役会決議日）

 

(2）当該事象の内容

　歴史的高水準が続く新造船の大量竣工を背景として、船腹需給バランスの改善が進まず、主にドライバルク船及び油送船

の市況は著しく低迷しております。この厳しい市況環境のもと、当社は業績の回復に向け2013年度の経営計画を策定し、構

造改革を推進します。これに先行し、優先課題への対応として、平成25年３月期第４四半期においてドライバルク船及び油

送船の事業改革を実施いたします。

　事業改革の概要は以下のとおりです。

①　シンガポール展開加速

新興国トレードの中心、アジアのシッピングセンターであるシンガポールでのドライバルク船事業の営業展開加速

②　ドライバルク船・油送船の市況リスクエクスポージャー縮小

既存船隊構成の適正化を進め、コスト競争力回復を追求

③　ステージを変えたコスト削減

従来のコスト削減項目に加え、より一層踏み込んだコスト削減を推進

 

(3）当該事象の損益及び連結損益に与える影響額

　ドライバルク船及び油送船の事業改革実施に伴う傭船契約及び船舶の譲渡等により、平成25年３月期第４四半期会計期

間の連結決算において約1,010億円、個別決算において約930億円の費用が発生することを見込んでおります。

 

以　上
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